
 

 

  ▼車両・設備紹介 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

バスや電車、自家用車でのご移動がむずかしいとき   

ぜひご活用下さい！！ 

 
 ▼たとえばこんなとき 

 ・体調不良やケガをしているとき 
 ・横になったままや、車いすで移動したいとき 
 

 ▼さまざまな用途でご利用いただけます 

 ・通院、転院、検査、リハビリ、入退院 
 ・冠婚葬祭、官公庁などへの手続き 
 ・空港や駅までの送迎 
 ・ドライブや芸術鑑賞、レジャーなど 
 

 

▼タクシーメーター料金 

迎車料金 時間距離併用制運賃（迎車料金から加算） 

670 円
① 319m 走行ごと 90 円加算 

② 時速 10km 未満走行時 1 分 55 秒ごと 90 円加算 

※②は、渋滞・停車などの際に加算されます。 

▼貸切料金（時間制運賃） 
色々な場所を移動するときや、遠方への搬送にご活用ください。 

専属ドライバーが帯同しますので、外出に少し不安のある方にもおすすめです。 

 

ご移動や付添いなど、ドライバーや複数の乗務員によるサポートも可

能です。詳細は右記をご参照ください。 

寝台タクシーをご利用の場合は以下の料金がかかります。 

① 運賃：車いすタクシー料金と同じ 

② 設備料：厚木消防認定の資器材常備  2000 円 

③ 介助料金：ベッド to ベッドはお任せ下さい。（右記参照） 

④ 資器材利用料金：必要に応じて 1050 円～ 

①  ＋ ② ＋ ③ ＋ ④ ＝ ご利用料金 

▼ご利用例 
 10km 離れたご自宅へ、当社看護師による吸引処置つきの搬送 

 （所要時間が1 時間以内の場合） 

① 運賃 ② 設備料 ③ 介助料金 ④ 資器材利用料 

約3800円 2000 円 5250 円 1050 円 

ご利用料金 約   １２１００円

  ※当社スタッフによる医療処置を行う場合は、病院医師の指示書が必要です。 

●こんなときに 
 有資格スタッフがご移動のサポートをいたします。 

・階段乗降や移乗   ・ベッド to ベッド 

・排せつ・身支度   ・医師の指示による医療処置 

・寝台車利用     …など、ご希望をお伝えください！ 

●料金 
当社出発から搬送を終え当社へ戻るまでの時間が対象です。 

①患者等搬送乗務員  2100 円/1 時間 

②ヘルパー      3150 円/1 時間 

③救急救命士     5250 円/1 時間 

④看護師       5250 円/1 時間 

※ドライバー（1 名）による介助は、1 搬送につき 1050 円です。 

※②～④については、2 時間以上でお得なパック料金もございます。 

※3 名以上での搬送も可能です。お問合わせください。  

●割引 
･障害者手帳をご提示いただくと、運賃を 1 割引いたします。 

･タクシーメーター料金が 9000 円を超えると、それ以降の 

 加算運賃が 1 割引されます。（遠距離割引） 

●割増 

･22 時～5 時の間、運賃が 2 割増になります。（深夜早朝割増） 

●別途料金 

･有料道路利用料金、駐車場料金など、その他費用が発生する場合 

 は実費でご負担いただいております。 

●福祉タクシー券 

･現在、厚木市・伊勢原市・海老名市・愛川町・相模原市・藤沢市 

   秦野市・大和市の福祉タクシー券をご利用いただけます。 

●キャンセル料 

･ご予約内容により発生する場合がございます。 

 詳しくはお問合わせください。 

 

初乗り 2990 円、以降 30 分ごと 2990 円加算 

2 時間貸切・・・11960 円 5 時間貸切・・・29900 円 

SpO₂モニター 

横になったままでご乗車い

ただけます。乗務員2名 

体制で安心です。 

吸引器 

 SpO₂  

  

 AED 

リクライニング車いす 

もご用意しております。 

 （1 台、要予約） 車いすタクシー 

搭載資器材

寝台タクシー 

車いすタクシー料 介助料金 

その他ご案内 寝台タクシー料金 

書類様式をお送りしますのでご相談ください。
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心電計 血圧計 酸素ボンベ 



 

 
（日・祝のみ）

民間救急(消防庁認定事業者)とは？ 

車両設備や乗務員の配置・資格などの条件を満たし消防庁に認定を受けた 

事業所が行う搬送サービスです。当社は、厚木市消防本部認定事業者です。 

認定を受けていない事業者との違いは？ 

あらかじめ決められた物品（バッグバルブマスク、担架等）を積載してい 

ることはもとより、定められた講習（3 日間）を終了して、患者等搬送乗 

務員適任証を習得した乗務員が乗務することが義務づけられています。 

寝台車（ストレッチャー）は、搬送用自動車 1 台につき 2 人以上の乗務 

員を持って業務を行う（医師等同乗する場合を除く）と指導されています。 

また当社では、新規の乗務員には、運輸局規定の講義のほか、当社独自の 

セミナー（講義・実技）を行なったのちに乗務することとしています。安 

全・衛生はもちろん、接遇教育にも力を注ぎ、搬送のプロとしてサービス 

提供をいたします。 

救急車との違いは？ 

救急車は、命にかかわる容態の患者様を「緊急」に赤色灯やサイレンを 

鳴らしながら緊急走行で病院へ搬送します。 

民間救急は、「緊急ではない」けれど、自力で移動するのが不安であった 

り手段がないという患者様を、目的に応じてエスコートします。赤色灯 

やサイレン、緊急走行は認められておりません。また民間事業者による 

サービスであるため、有料です。（国土交通省許可を受けています。） 

遠方へ移動する場合は？ 

出発地または到着地が神奈川県内であればどこへでもお使いいただけます。 

また、事前に予約があれば 365 日 24 時間、いつでもお迎えにまいります。 

電話受付時間は？ 

平日 9:30～19:00 です。（土曜 17：00 まで）日・祝はお休みです。 

電話受付時間外に搬送を希望の方は、事前予約をお願いいたします。 

介護保険は使える？ 
申し訳ございませんが、介護保険は取り扱っておりません。居宅介護・ 

厚木市移動支援サービスをご希望の方はお問合わせください。 

どんなことを聞かれますか？ 

まずは、希望されるご利用日時と、どこからどこまでのご移動であるか 

を伺います。そのほか安全かつ快適にご利用いただくために、発着地の 

詳細情報やご乗車になる方のご容態、付添の人数、お名前やご連絡先な 

ど必要に応じてお聞きしています。 

誰でも利用できますか？ 

当社の車両は、公共交通機関や自家用車などの交通手段ではご移動が難 

しい方であればどなたでもご利用いただけます。 

病院に行く以外の用途にも使える？ 

ご利用用途はさまざまです。通院や入退院はもちろん、イベントや日常 

の買い物、お墓参り、ドライブ、旅行などなど、ご希望をお伝えください。 

これまで当社では、お身内の結婚式ご出席にヘルパーや看護師つきでご 

利用いただいたり、空港への送迎など幅広い用途でもご活用いただいて 

おります。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
   
  
   電話受付 平日 9：30～19：00（土曜17：00まで） 
    所 在 地 〒243-0202 神奈川県厚木市中荻野 942-1 

    Ｆ Ａ Ｘ ０４６－２４３－５０８９ 

    Ｗ Ｅ Ｂ http://www.futabalife.com/ 

    ご不明な点はお気軽にお問合わせください。 

０１２０－７７３－５４７ 

 

●お車でお越しの場合 

東名高速「厚木ＩＣ」で降り、国道129号線「厚木市立病院前」交差点を左折、 

国道412号線を直進15分。「荻野運動公園入口」交差点を左折し500mほど 

進んだ右手です。 

●バスでお越しの場合 

①神奈川中央交通「厚木バスセンター」から 

１.まつかげ台行き 2.鳶尾団地行き（経由なし） 3.上荻野車庫行き 

上記1～3 いずれかのバスに乗り、「稲荷木」下車、徒歩で約15 分です。 

②神奈川中央交通「本厚木駅」から 

「宮の里」行きバスに乗り、「荻野運動公園」下車、徒歩 30 秒です。 

交通案内 

国土交通省関東運輸局 関自旅二第 1426 号 
厚木市消防本部 患者等搬送事業者認定第 1 号 
神奈川県 居宅介護事業 1412900662 
神奈川県 訪問看護事業 1462990109 
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